
公益法人の
区分

国認定、都道府県
認定の区分

応札・応募者数

琵琶湖事務所管内河川管理施設監理検討
他業務
滋賀県大津市黒津４丁目５番１号
R7.2.6 ～ R7.12.26
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所長
若公　崇敏
滋賀県大津市黒津4-5-1

R7.2.5

協同提案体（設計共同体）
（公財）河川財団他１者
東京都中央区日本橋小伝馬町１１
－９

9010005000135

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、その内容を総合的に評価
し、契約の相手方を特定する簡易公募型プロポーザル方式である。
参加可能業者が最低10者あることを確認のうえ、技術提案書の提出希望
者を公募したところ、申請期間内に27者から入札説明書等のダウンロード
がなされ、2者から参加表明書の提出があり、2者が参加資格を有してい
た。
参加資格を有する参加表明書提出者の中から2者を技術提案書の提出者
として選定し、提出された参加表明書及び技術提案書を評価した結果、上
記業者の提案が他社に比べて総合的に優れており、適切な提案と認めら
れたため、上記業者を契約の相手方とするものである。

23,045,000 23,045,000 100.00% - 公財 国認定 2者

令和6年度北九州空港護岸整備に伴う
航行安全対策検討業務
福岡県北九州市小倉南区
R7.3.11～R7.7.17
建設コンサルタント等

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局
北九州港湾・空港整備事務所長
北原　政宏
福岡県北九州市門司区西海岸1-4-40

R7.3.11
（公社）西部海難防止協会
福岡県北九州市門司区港町7-8

5290805003008

会計法第２９条の３第4項
本業務は、北九州空港の護岸整備に伴う航行安全対策について、一般航
行船舶及び工事作業船相互の安全確保と工事の円滑な遂行を図るべく、
学識経験者及び海事関係者等からなる委員会を設置し、航行安全対策の
検討を行うものである。
北九州空港周辺では船舶の通航が複雑であり、護岸整備にあたっては厳
しい施工条件が見込まれる。そのため、本業務を的確かつ円滑に実施す
るためには、船舶航行の安全対策の検討に関する豊富な業務実績等を有
している必要がある。
以上のことから、プロポーザル方式により、契約内容並びに契約手続きを
公示し、参加表明業者においては、予定技術者の経験及び能力（技術者
資格等、業務執行技術力）、実施方針（業務理解度、実施手順等）、特定
テーマに対する技術提案（的確性、実現性）の提出を求めるとともに、予定
技術者へのヒアリングを行うことにより、専門技術力の確認、本業務の遂
行能力等を評価したものである。
建設コンサルタント等の特定手続きに基づく審査の結果、公益社団法人西
部海難防止協会が最適であると判断されたことから、上記業者と会計法第
２９条の３第４項に基づき随意契約を行い、円滑な遂行を図るものである。

17,039,000 16,940,000 99.42% - 公社 国認定 1者

淀川生態環境調査解析業務
大坂府枚方市新町2丁目2番10号他（淀川
河川事務所管内）
R7.3.28 ～ R8.3.31
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 淀川河川事務所長
谷川　知実
大阪府枚方市新町2-2-10

R7.3.27
（公財）河川財団
東京都中央区日本橋小伝馬町１１
－９

9010005000135

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、その内容を総合的に評価
し、契約の相手方を特定する簡易公募型プロポーザル方式である。
参加可能業者が最低１０者あることを確認のうえ、技術提案書の提出希望
者を公募したところ、申請期間内に３７者から入札説明書等のダウンロード
がなされ、１者から参加表明書の提出があり、その者は参加資格を有して
いた。
参加資格を有するその１者を技術提案書の提出者として選定し、提出され
た参加表明書及び技術提案書を評価した結果、適切な提案と認められた
ため、上記業者を契約の相手方とするものである。

46,046,000 46,046,000 100.00% - 公財 国認定 1者

円山川河川管理施設監理検討業務
兵庫県豊岡市幸町10-3（豊岡河川国道事
務所管内）
R7.3.28 ～ R8.3.31
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所長
荒谷　芳博
兵庫県豊岡市幸町10-3

R7.3.27

協同提案体（設計共同体）
（公財）河川財団他１者
東京都中央区日本橋小伝馬町１１
－９

9010005000135

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、その内容を総合的に評価
し、契約の相手方を特定する簡易公募型プロポーザル方式である。
参加可能業者が最低１０者あることを確認のうえ、技術提案書の提出希望
者を公募したところ、申請期間内に２５者から入札説明書等のダウンロード
がなされ、１者から参加表明書の提出があり、その者は参加資格を有して
いた。
 参加資格を有するその１者を技術提案書の提出者として選定し、提出さ
れた参加表明書及び技術提案書を評価した結果、適切な提案と認められ
たため、上記業者を契約の相手方とするものである。

26,587,000 26,444,000 99.46% - 公財 国認定 1者

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその所属する

部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及び
住所

法人番号
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率

再就職の役員
の数

備考

様式２－２


